
No 項目 質問の要旨 回答 質問日

1 設計・施工業者

設計及び施工業者は入札で決めるのですか。
応募法人で契約形態を決めてよろしいのでしょうか。

資材や人件費の高騰により建築費用等が上がることが予想さ
れます。これから実施設計や概算見積りを出す必要があるこ
とから、事前協議提出後のタイミングで契約をしたいと思っ
ています。契約は価格高騰の対策として設計事務所を持って
いる施工会社に一括して相談したいと考えています。
今回は補助金の交付はないとのことでしたので、入札等は無
い考えを持ち、このタイミングで上記のとおり契約をしても
よろしいのでしょうか。

今回の介護老人保健施設の整備（建設費）に係る宮崎市から
の補助金の交付はありませんので、設計及び施工業者の選定
については競争入札に付する必要はありません。
また、契約形態についても法人の判断に基づき決めていただ
いて構いませんが、当該契約に伴い発生する費用等について
は、選定・不選定にかかわらず、すべて応募事業者の負担と
なります。
なお、備品等に係る費用について、宮崎県地域医療介護総合
確保基金事業費補助金を活用する場合は、事業を行うために
締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行
う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないのでご留意
ください。

6月12日

2

募集要項
4 審査会における
審査項目及び着眼
点
3 建設計画・資金

土地・建物・設備等新規購入し、職員も新たに雇入れとなっ
た場合、老健入所50床では事業性が低く、投資資金回収を念
頭に置いた事業収支計画の立案は困難と考えます。
このような状況で、今回の募集に対して応募がなかった場
合、次期宮崎市介護保険事業計画では、介護老人保健施設
サービス事業量の見込みが1042人から50人減となる992人と
理解してよいのでしょうか。

今回の公募は、募集要項のとおり第８期介護保険事業計画期
間（令和３～５年度）において不足が生じた５０床について
事業者を募集し整備を行うものです。
次期宮崎市介護保険事業計画（令和６～８年度）における介
護保健施設サービスの見込み量については、現在、推計を
行っているところであり、具体的な見込み量をお示しするこ
とができません。

6月30日

令和５年度介護老人保健施設募集に関する質問・回答


